
区 民 福 祉 委 員 会 

平成３０年６月２１日 

墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （保険料率） 

第１０条 平成３０年度から平成３２年度ま

での各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ８万７，

４８０円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とする。以

下この項において同じ。）が１２５万

円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

  イ 〔略〕 

 ⑺～⒂ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１０条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 ⑴～⑸ 〔略〕 

 ⑹ 〔同左〕 

 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金

額」という。）（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項又は第３６条の規定の適用

がある場合には、当該合計所得金額か

ら令第３８条第４項に規定する特別控

除額を控除して得た額とする。以下こ

の項において同じ。）が１２５万円未

満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

  イ 〔略〕 

 ⑺～⒂ 〔略〕 

２ 〔略〕 
  

   付 則 

 この条例は、平成３０年８月１日から施行する。 

 

※ 介護保険法施行令の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  

（居宅介護サービス費等の額に係る所得の

額の算定方法等） 

第２２条の２ 〔略〕 

２ 前項の特別控除額は、租税特別措置法第

 〔同左〕 

 

第２２条の２ 〔略〕 

  〔新設〕 



３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項又は第３６条の規定により同法第

３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除すべき金額及び同法第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、

第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項又は第３６条の規定により

同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所

得の金額から控除すべき金額の合計額とす

る。 

３・４ 〔略〕 

（保険料率の算定に関する基準） 

第３８条 〔略〕 

２・３ 〔略〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～１０ 〔略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３８条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 第１項第１号ハの特別控除額は、租税特

別措置法第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項又は第３６条の規定によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除すべき金額及び同法第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項又は第３６条

の規定により同法第３２条第１項に規定す

る短期譲渡所得の金額から控除すべき金額

の合計額とする。 

５～１１ 〔略〕   

【施行期日】平成３０年８月１日 


